
平成２５年度

第２回奈良県公共事業評価監視委員会 次第

平成２５年１２月１６日（月）

奈良県中小企業会館 大会議室

午後2時00分～

概 要

１）平成２５年度奈良県公共事業評価監視委員会審議対象事業について

２）再評価について

（１）下水道事業の再評価

・大和川上流流域下水道（第一処理区）

・大和川上流流域下水道（第二処理区）

・宇陀川流域下水道

・吉野川流域下水道

（２）公園事業の再評価

・平城宮跡歴史公園（県整備区域 朱雀大路西側地区）

（３）道路事業の再評価

・国道１６８号 上庄バイパス

３）事後評価について

（１）道路事業の事後評価

・国道３０８号 大宮道路

４）その他



平成２５年度 第２回平成２５年度 第２回平成２５年度 第２回平成２５年度 第２回

公共事業評価監視委員会公共事業評価監視委員会公共事業評価監視委員会公共事業評価監視委員会

［資料 １ ］［資料 １ ］［資料 １ ］［資料 １ ］

奈良県公共事業評価監視委員会 委員奈良県公共事業評価監視委員会 委員奈良県公共事業評価監視委員会 委員奈良県公共事業評価監視委員会 委員 （平成２４．２５年度）（平成２４．２５年度）（平成２４．２５年度）（平成２４．２５年度）
氏 名 職 名 専 門 分 野 任 期 備 考
朝廣 佳子 ㈱読売奈良ライフ 文化・観光 平成２４年４月１日～あさあさあさあさひろひろひろひろ よ し こよ し こよ し こよ し こ

代表取締役社長 平成２６年３月３１日
大庭 哲治 京都大学大学院 都市計画 平成２５年１０月１日～おおおおおおおお ばばばば てつてつてつてつはるはるはるはる

工学研究科 助教 平成２６年３月３１日
絈井 憲 一般財団法人南都経済研究所 経済全般 平成２４年４月１日～か せ いか せ いか せ いか せ い ただしただしただしただし

会長 平成２６年３月３１日
川真田リエ 平城総合法律事務所 法律全般 平成２４年４月１日～かわかわかわかわ まままま たたたた

弁護士 平成２６年３月３１日
中西 麻美 京都大学 ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学 自然環境 平成２５年１０月１日～なかなかなかなかにしにしにしにし あさあさあさあさ みみみみ

教育研究ｾﾝﾀｰ 助教 （植物生態学、保全生態学） 平成２６年３月３１日
三浦 晴彦 奈良産業大学 財政学、地方財政 平成２４年４月１日～み う らみ う らみ う らみ う ら はるひこはるひこはるひこはるひこ

ビジネス学部 准教授 平成２６年３月３１日
三野 徹 京都大学名誉教授 公共事業全般、農業土 平成２４年４月１日～ 委員長委員長委員長委員長み つ のみ つ のみ つ のみ つ の とおるとおるとおるとおる

鳥取環境大学教授 木学、灌漑排水学 平成２６年３月３１日 （五十音順）（五十音順）（五十音順）（五十音順）



平成２５年度　第２回公共事業評価監視委員会 ［資料　２　］ 　事業主体（県・市町村）水道用水供給事業 第３次拡張（水道広域化施設整備費・水道水源開発施設整備費） 県 奈良県全域 ④ ６月３日（月）下水道事業 流域下水道事業・大和川上流流域下水道（第一処理区）・大和川上流流域下水道（第二処理区）・宇陀川流域下水道・吉野川流域下水道 県 ・奈良市他６市８町・大和高田市他４市５町１村・宇陀市・五條市他３町 ④公園事業 都市公園事業・平城宮跡歴史公園 県 朱雀大路西側地区 ②道路事業 社会資本整備総合交付金事業・一般国道１６８号　上庄バイパス 県 生駒市～平群町 ④道路事業 社会資本整備総合交付金事業・一般国道３０８号　大宮道路 県 奈良市 事後再評価等の該当要件　①事業採択後５年間を経過した時点で、未着工の事業　②事業採択後５年を経過した時点で、継続中の事業　③事業採択前の準備・計画段階（ダム事業の実施計画、道路・街路事業の着工準備費等） 　　で、５年間が経過している事業　④再評価実施後一定期間が経過している事業（いわゆる再々評価）　⑤その他　事後：事業完了後概ね５年経過した事業

平成２５年度　再評価等事業一覧及び審議日程

第２回 １２月１６日(月)

事業名称 事業箇所 適用 備　　考第１回　 種　別



平 成 2 5 年 度  第 2 回 公 共 事 業 評 価 監 視 委 員 会 ［資料 ３ ］      
下   水   道   事   業 

・大和川上流流域下水道（第一処理区）・大和川上流流域下水道（第一処理区）・大和川上流流域下水道（第一処理区）・大和川上流流域下水道（第一処理区）    

・大和川上流流域下水道（第二処理区）・大和川上流流域下水道（第二処理区）・大和川上流流域下水道（第二処理区）・大和川上流流域下水道（第二処理区）    

・宇陀川流域下水道・宇陀川流域下水道・宇陀川流域下水道・宇陀川流域下水道    

・吉野川流域下水道・吉野川流域下水道・吉野川流域下水道・吉野川流域下水道    

     
奈良県（下水道課）    

１． 再評価対象事業一覧表 

２． 事業評価項目一覧表 

３． 説明資料 



平成25年度　再評価対象事業一覧表（第2回委員会）種別 補助事業名 河川・道路名等 事業区間 事業採択年度 用地着手年度 工事着手年度 全体事業費(百万円) 総投資額H24年度末(百万円) 事業概要（事業進捗状況等） 対応方針(案)下水道 流域下水道事業 大和川上流流域下水道（第一処理区） 奈良市他6市8町 S45 S46 S46 184,378 176,105 幹線整備率96.8%水処理施設7/9系計画区域内普及率83.2% 継続下水道 流域下水道事業 大和川上流流域下水道（第二処理区） 大和高田市他4市5町1村 S53 S53 S54 105,074 102,126 幹線整備率95.7%水処理施設3.5/7系計画区域内普及率72.1% 継続下水道 流域下水道事業 宇陀川流域下水道 宇陀市 S55 S56 S58 16,858 16,727 幹線整備率100%水処理系列2/2系列計画区域内普及率89.4% 継続下水道 流域下水道事業 吉野川流域下水道 五條市他3町 S58 S60 S62 34,827 34,827 幹線整備率100%水処理系列5/11系列計画区域内普及率64.7% 継続



事業評価項目一覧表 事 業 名 大和川上流流域下水道事業 事 業 主 体 奈良県 河川・道路名等 第一処理区 事 業 箇 所 奈良市他 5 市 8 町 評 価 項 目 及 び 評 価 内 容 事業の目的及び必要性  □目的 河川の水質汚濁の防止、快適な生活環境の確保。  □必要性 人口の急増による急激な都市化により、河川の水質が悪化。下水道施設の整備により河川の水質汚濁を防止するとともに、生活環境の改善を図る事が出来る。 （資料 p.4） 事業策定の経緯  □当時の状況  し尿は汲み取り便所、または単独浄化槽により処理され、生活雑排水とともに公共用水域に排水され、河川水質悪化の要因となっていた。  □着手までの経緯  主に大和川の右岸地区を対象として昭和 46 年に都市計画決定を行い、同年事業認可を受け事業に着手。 （資料 p.5） 事業の効果（費用対効果や施策的な効果など）  □計画時の効果 河川の水質汚濁の防止、快適な生活環境の確保。  □現時点の効果 下水道の整備により、ＢＯＤは減少。環境基準値を満足し、河川の水質は改善。 費用効果分析の結果 Ｂ/Ｃ＝1.64 （資料 p.4,23,24） 事業の進捗状況（着手時からの社会経済情勢の変化、事業の問題点、克服度など）  □進捗状況  処理場の施設については、流入汚水量を予測し整備を進めており、処理施設の整備は完了。 幹線管渠については 96.8％が完成。 計画区域内普及率（下水道整備率）は 84.1％   □執行の遅延及び原因  処理場施設及び幹線管渠の整備は、関連市町村の公共下水道の整備にあわせ、計画的に遅延なく実施。 （資料 p.6,7,8,10,11） 事業進捗の見込み  □進捗の対策 将来人口の見直しなど社会経済情勢等の変化に合わせて適宜施設規模の検討を実施する。極めて劣化が激しい施設及び震災時に最低限の処理に必要な施設を緊急的に事業実施。今後、増大する維持修繕については、アセットマネジメントにより長寿命化を検討し効率的に修繕や更新事業を実施する。   □進捗の見込み  信貴山幹線の延伸（平成 30 年度完了予定） 劣化が激しい施設の緊急更新（平成 28 年度完了予定） 震災時に最低限の処理をするために必要な施設の耐震（平成 29 年度完了予定） （資料 p.7,8,9,11,18,19,20,21,22） 事業の対策   処理場における新たな施設整備はなく、管渠の延伸も平成 30 年度に完成予定。今後増大する維持修繕においては、アセットマネジメントにより長寿命化を検討 し、コスト縮減を図り、効率的かつ計画的に事業を実施する。 （資料 p.7,8,9,21,22） その他  □関係機関等の意向  関連市町は、計画的に公共下水道の整備を進めている。  □関係事業の有無  流域関連公共下水道事業 （資料 p.3）  



事業評価項目一覧表 事 業 名 大和川上流流域下水道事業 事 業 主 体 奈良県 河川・道路名等 第二処理区 事 業 箇 所 大和高田市他 4 市 5 町 1 村 評 価 項 目 及 び 評 価 内 容 事業の目的及び必要性  □目的 河川の水質汚濁の防止、快適な生活環境の確保。  □必要性 人口の急増による急激な都市化により、河川の水質が悪化。下水道施設の整備により河川の水質汚濁を防止するとともに、生活環境の改善を図る事が出来る。 （資料 p.4） 事業策定の経緯  □当時の状況  し尿は汲み取り便所、または単独浄化槽により処理され、生活雑排水とともに公共用水域に排水され、河川水質悪化の要因となっていた。  □着手までの経緯  主に大和川の左岸地区を対象として昭和 53 年に都市計画決定を行い、同年事業認可を受けて事業に着手した。 （資料 p.5） 事業の効果（費用対効果や施策的な効果など）  □計画時の効果 河川の水質汚濁の防止、快適な生活環境の確保。  □現時点の効果 下水道の整備により、ＢＯＤは減少。環境基準値を満足し、河川の水質は改善。 費用効果分析の結果 Ｂ/Ｃ＝1.46 （資料 p.4,23,24） 事業の進捗状況（着手時からの社会経済情勢の変化、事業の問題点、克服度など）  □進捗状況  処理場の施設については、流入汚水量を予測し整備を進めており、処理施設の整備は完了。 幹線管渠についはて 95.7％が完成。 計画区域内普及率（下水道整備率）は 72.1％   □執行の遅延及び原因  処理場施設及び幹線管渠の整備は、関連市町村の公共下水道の整備にあわせ、計画的に遅延なく実施。 （資料 p.6,7,8,12,13） 事業進捗の見込み  □進捗の対策 将来人口の見直しなど社会経済情勢等の変化に合わせて適宜施設規模の検討を実施する。極めて劣化が激しい施設及び震災時に最低限の処理に必要な施設を緊急的に事業実施。今後、増大する維持修繕については、アセットマネジメントにより長寿命化を検討し効率的に修繕や更新事業を実施する。   □進捗の見込み  葛城川幹線の延伸（平成 28 年度完了予定） 劣化が激しい施設の緊急更新（平成 28 年度完了予定） 震災時に最低限の処理をするために必要な施設の耐震（平成 29 年度完了予定） （資料 p.7,8,9,13,18,19,20,21,22） 事業の対策   処理場における新たな施設整備はなく、管渠の延伸も平成 28 年度に完成予定。今後増大する維持修繕においては、アセットマネジメントにより長寿命化を検討 し、コスト縮減を図り、効率的かつ計画的に事業を実施する。 （資料 p.7,8,9,21,22） その他  □関係機関等の意向  関連市町村は、計画的に公共下水道の整備を進めている。  □関係事業の有無   流域関連公共下水道事業 （資料 p.3）  



事業評価項目一覧表 事業名 宇陀川流域下水道事業 事業主体 奈良県 河川・道路名等 宇陀川処理区 事業箇所 宇陀市 評価項目及び評価内容 事業の目的及び必要性 □目的  河川の水質保全、快適な生活環境  □必要性 新たな宅地開発に伴い、河川の水質が悪化。下水道施設の整備により宇陀川の水質汚濁を防止するとともに、水道水源としての水質を確保。 （資料 p.4） 事業策定の経緯 □当時の状況 し尿は汲み取り便所または単独浄化槽により処理され、生活雑排水とともに河川に排水され、河川水質悪化の要因となっていた。  □着手までの経緯 室生ダム上流の大宇陀町、菟田野町、榛原町を対象として昭和 56 年に都市計画決定を行い、同年事業認可を受けて事業に着手。 （資料 p.5） 事業の効果(費用対効果や施策的な効果など) □計画時の効果 河川の水質汚濁の防止、快適な生活環境の確保。  □現時点での効果 下水道の整備によりＢＯＤは減少し、水質は改善。 費用効果分析の結果 Ｂ/Ｃ＝1.31 （資料 p.4,23,24） 事業の進捗状況(着手時からの社会経済情勢の変化、事業の問題点、克服度など) □進捗状況 水処理施設については、すべての系列が完成。 幹線管渠についても、完成済み。  計画区域内普及率(下水道整備率)は 89.4％  □執行の遅延及び原因 処理場施設及び幹線管渠の整備は、関連市町村の公共下水道の整備にあわせ、計画的に遅延なく実施済み。 （資料 p.6,7,8,14,15） 事業進捗の見込み □進捗の対策 宇陀市移管（平成 28 年 4 月）までに、極めて劣化が激しい施設及び震災時に最低限の処理に必要な施設を緊急的に事業実施。  □進捗の見込み 劣化が激しい施設の緊急更新（平成 27 年度完了予定） 震災時に最低限の処理をするために必要な施設の耐震（平成 27 年度完了予定） （資料 p.7,8,9,18,19,20,21,22） 事業の対策   宇陀市移管（平成 28 年 4 月）までに、極めて劣化が激しい施設及び震災時に最低限の処理に必要な施設を緊急的に事業実施。 （資料 p.7,8,9,18,19,20） その他 □関係機関等の意向  □関係事業の有無 宇陀市は、計画的に公共下水道の整備を進めている。  流域関連公共下水道事業 （資料 p.3） 
 

 



事業評価項目一覧表 事業名 吉野川流域下水道事業 事業主体 奈良県 河川・道路名等 吉野川処理区 事業箇所 五條市他 3 町 評価項目及び評価内容 事業の目的及び必要性 □目的  河川の水質保全、快適な生活環境  □必要性 河川の水質が悪化。下水道施設の整備により吉野川の水質汚濁を防止するとともに、水道水源としての水質を確保。 （資料 p.4） 事業策定の経緯 □当時の状況 し尿は汲み取り便所または単独浄化槽により処理され、生活雑排水とともに河川に排水され、河川水質悪化の要因となっていた。  □着手までの経緯 吉野川沿いの五條市、吉野町、大淀町、下市町を対象として昭和 58 年に都市計画決定を行い、昭和 59 年事業認可を受けて事業に着手。 （資料 p.5） 事業の効果(費用対効果や施策的な効果など) □計画時の効果 河川の水質汚濁の防止、快適な生活環境の確保。  □現時点での効果 下水道の整備によりＢＯＤは減少し、水質は改善。 費用効果分析の結果 Ｂ/Ｃ＝1.17 （資料 p.4,23,24） 事業の進捗状況(着手時からの社会経済情勢の変化、事業の問題点、克服度など) □進捗状況 処理場の施設については、流入汚水量を予測し整備を進めており、処理施設の整備は完了。 幹線管渠についても、完成済み。 計画区域内普及率（下水道整備率）は 64.7％  □執行の遅延及び原因 処理場施設及び幹線管渠の整備は、関連市町村の公共下水道の整備にあわせ、計画的に遅延なく実施。 （資料 p.6,7,8,16,17） 事業進捗の見込み □進捗の対策 将来人口の見直しなど社会経済情勢等の変化に合わせて適宜施設規模の検討を実施する。今後、増大する維持修繕については、アセットマネジメントにより長寿命化を検討し効率的に修繕や更新事業を実施する。  □進捗の見込み 処理場における新たな施設整備はなく、管渠も完成済み。 （資料 p.7,8,9,21,22） 事業の対策  処理場における新たな施設整備はなく、管渠も完成済み。今後増大する維持修繕においては、アセットマネジメントにより長寿命化を検討し、コスト縮減を図り、効率的かつ計画的に事業を実施する。 （資料 p.7,8,9,21,22） その他 □関係機関等の意向  □ 関係事業の有無 関連市町は、計画的に公共下水道の整備を進めている。  流域関連公共下水道事業 （資料 p.3）  
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